
 

 

令和５年度 児童いきいき放課後事業 いきいき活動室 

デジタルコピー機用「トナーカートリッジ（ｷｬﾉﾝ DPC995用）」買入  

仕 様 書 

 

 

1 品  名       いきいき活動室デジタルコピー機用 

「トナーカートリッジ（キャノン DPC995用）」買入   

 

2 納入場所・数量    北区 堀川小いきいき活動室外 90箇所 197本 

詳細は別紙「納入場所・数量一覧」のとおり 

 

3 納入期限       令和 6年 3月 29日（金） 

 

4 仕様明細 

品  名 型   番 
納入 

本数 

回収 

本数 

トナーカートリッジ 

（ブラック） 

Canon DPC995用  

A4：4％原稿で約 6,000枚印字可能であること    

純正品、再生品、汎用品可      

197本 242本 

 

5 特記事項 

①再生品または汎用品には請負業者名が明記されているラベルをトナーカートリッジ 

本体に貼付すること。 

②再生品または汎用品が原因で機器に不具合が生じた場合、修理費を負担すること。 

③使用済みカートリッジについては、「回収本数」欄のとおり回収すること。 

④納品日時については、事前に各「いきいき」の担当者に確認を行うこと。 

⑤納品にあたっては、現場職員の納品確認の印がある「納品確認書」を受領すること。 

納品にかかる経費は全て受注者の負担とする。 

⑥本仕様書に記載がないこと、疑義が生じた場合は、見積前に担当者に問い合わせること。 

契約後における仕様書の疑義については財団の解釈によるものとする。 

 

6 担  当 

   一般財団法人 大阪教育文化振興財団 放課後事業課 管理担当 向井 

   大阪市中央区船場中央 3-1-7-303 船場ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 7号館 3階 

   TEL 06-6253-6211  Fax 06－6253－6219 



№ いきいき名 郵便番号
納入
本数

回収
本数

1 堀  川 530-0044 北区 東天満 2-10-7 1 3

2 西天満 530-0047 北区 西天満 3-12-21 1 2

3 中　津 531‐0071 北区 中津 3-34-18 1 3

4 大　淀 531‐0076 北区 大淀中 4-10-33 2 3

5 西九条 554-0012 此花区 西九条 4-3-41 2 4

6 梅　香 554-0013 此花区 梅香 3-17-29 1 1

7 玉　造 540-0004 中央区 玉造 2-3-43 3 4

8 南大江 540-0011 中央区 農人橋 1-3-3 1 1

9 高　津 542-0072 中央区 高津 3-4-21 1 1

10 開　平 541-0042 中央区 今橋 1-5-7 4 3

11 日　吉 550‐0015 西区 南堀江 4-9-19 1 3

12 九条南 550‐0025 西区 九条南 2-13-17 2 3

13 九条東 550‐0027 西区 九条 2-6-2 1 2

14 九条北 550‐0025 西区 九条南 4-7-38 1 2

15 明　治 550‐0011 西区 阿波座 2-3-35 1 2

16 三　先 552-0016 港区 三先 2-6-32 4 3

17 田　中 552-0005 港区 田中 2-10-34 5 3

18 八幡屋 552-0014 港区 八幡屋 3-3-5 1 3

19 波　除 552-0001 港区 波除 3-6-8 2 2

20 弁　天 552-0007 港区 弁天 2-9-35 2 2

21 三軒家西 551-0001 大正区 三軒家西 1-20-26 1 1

22 泉尾東 551-0003 大正区 千島 1-16-16 1 5

23 北恩加島 551-0031 大正区 泉尾 5-17-31 1 1

24 鶴　町 551-0023 大正区 鶴町 2-6-24 1 2

25 小　林 551-0011 大正区 小林東 2-4-45 2 2

26 味　原 543-0023 天王寺区 味原町 8-19 1 2

27 桃　陽 543-0033 天王寺区 堂ヶ芝 1-2-23 1 2

28 聖　和 543-0045 天王寺区 寺田町 1-6-37 3 4

29 難波元町 556-0016 浪速区 元町 1-5-30 4 3

30 大　国 556-0014 浪速区 大国 1-9-3 1 2

31 浪　速 556-0004 浪速区 日本橋西 1-7-6 1 2

32 敷　津 556-0012 浪速区 敷津東 3-9-32 1 2

33 菅　原 533-0022 東淀川区 菅原 6-3-25 2 2

34 下新庄 533-0021 東淀川区 下新庄 5-2-9 3 4

35 東小橋 537-0024 東成区 東小橋 3-10-37 1 1

36 大　成 537-0014 東成区 大今里西 3-2-62 2 2

37 片　江 537-0013 東成区 大今里南 2-13-2 2 2

38 宝　栄 537-0003 東成区 神路 1-15-48 4 4

住　　所

　　デジタルコピー機用トナーカートリッジ キャノンDPC995用
「納入場所・数量一覧」



№ いきいき名 郵便番号
納入
本数

回収
本数

住　　所

　　デジタルコピー機用トナーカートリッジ キャノンDPC995用
「納入場所・数量一覧」

39 東桃谷 544-0033 生野区 勝山北 3-7-21 4 6

40 東中川 544-0001 生野区 新今里 7-14-37 4 4

41 巽 544-0013 生野区 巽中 3-12-5 1 1

42 北　巽 544-0004 生野区 巽北 1-30-29 1 2

43 生野未来学園 544-0024 生野区 生野西 3-5-7 4 5

44 巽　東 544-0014 生野区 巽東 3-8-13 3 2

45 大　宮 535-0002 旭区 大宮 4-9-16 1 2

46 榎　並 536-0006 城東区 野江 4-1-28 1 2

47 関　目 536-0008 城東区 関目 6-5-5 1 2

48 鯰　江 536-0004 城東区 今福西 3-9-27 3 2

49 聖　賢 536-0015 城東区 新喜多 2-4-35 4 3

50 中　浜 536-0024 城東区 中浜 2-12-35 1 1

51 城　東 536-0013 城東区 鴫野東 3-16-41 2 1

52 すみれ 536-0001 城東区 古市 2-6-38 3 6

53 関目東 536-0008 城東区 関目 4-12-15 2 3

54 高　松 545-0001 阿倍野区 天王寺町北 3-17-19 1 3

55 金　塚 545-0051 阿倍野区 旭町 3-4-46 1 2

56 丸　山 545-0042 阿倍野区 丸山通 1-4-43 4 2

57 長　池 545-0013 阿倍野区 長池町 20-26 2 4

58 晴明丘南 545-0037 阿倍野区 帝塚山 1-23-8 2 2

59 安　立 559-0004 住之江区 住之江 1-4-29 2 3

60 敷津浦 559-0014 住之江区 北島 2-9-22 1 2

61 住吉川 559-0016 住之江区 西加賀屋 4-1-4 4 3

62 住之江 559-0013 住之江区 御崎 4-6-43 1 2

63 新北島 559-0024 住之江区 新北島 6-2-56 1 2

64 南港光 559-0033 住之江区 南港中 4-4-22 1 1

65 南港みなみ 559-0033 住之江区 南港中 3-5-14 2 2

66 南港桜 559-0033 住之江区 南港中 5-2-48 1 3

67 依　羅 558-0014 住吉区 我孫子 4-11-48 3 2

68 墨　江 558-0043 住吉区 墨江 2-3-46 2 3

69 清水丘 558-0033 住吉区 清水丘 2-9-41 1 1

70 山之内 558-0023 住吉区 山之内 2-17-39 3 4

71 苅田南 558-0011 住吉区 苅田 10-1-35 2 3

72 桑　津 546-0041 東住吉区 桑津 5-13-13 2 3

73 東田辺 546-0032 東住吉区 東田辺 2-14-6 1 3

74 南田辺 546-0033 東住吉区 南田辺 4-3-4 1 2

75 南百済 546-0013 東住吉区 湯里 1-15-40 7 6

76 鷹　合 546-0014 東住吉区 鷹合 3-12-38 4 3



№ いきいき名 郵便番号
納入
本数

回収
本数

住　　所

　　デジタルコピー機用トナーカートリッジ キャノンDPC995用
「納入場所・数量一覧」

77 今　川 546-0003 東住吉区 今川 4-24-4 1 1

78 喜　連 547-0027 平野区 喜連 7-6-4 1 3

79 瓜　破 547-0024 平野区 瓜破 5-3-11 4 3

80 平野南 547-0031 平野区 平野南 2-3-8 6 5

81 喜連西 547-0026 平野区 喜連西 3-17-61 4 3

82 長原 547-0013 平野区 長吉長原東 3-10-9 2 3

83 加美東 547-0002 平野区 加美東 5-9-25 4 3

84 新平野西 547-0034 平野区 背戸口 1-5-22 4 3

85 新今宮 557-0016 西成区 花園北 1-8-32 2 4

86 岸　里 557-0054 西成区 千本中 1-8-22 4 3

87 玉　出 557-0044 西成区 玉出中 2-13-48 2 4

88 千　本 557-0054 西成区 千本中 2-8-8 4 2

89 まつば 557-0033 西成区 梅南 3-2-25 1 3

90 長　橋 557-0025 西成区 長橋 2-3-21 3 3

91 南津守 557-0063 西成区 南津守 6-1-14 2 3

197本 242本合　　　計



 

特 記 仕 様 書 

 

 

１ 暴力団等の排除について 

 

(1) 受注者が、この契約の履行期間中に一般財団法人大阪教育文化振興財団暴力団等排

除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約を解除することがある。 

 

(2) 受注者は、入札等除外措置の期間中にこの契約の全部又は一部の下請負をさせ、若

しくは受託させてはならない。また、入札等除外措置の期間中の者を保証人としてはな

らない。 

また受注者は、この契約の下請負若しくは受託をさせた者（以下「下請負人等」とい

う。）または保証人が契約履行期間中に入札等除外措置を受けた場合は、速やかに下請

負人等との契約の解除又は保証人の変更をしなければならない。 

 

(3)  受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員等から妨害又は不当要求を受けたとき

は、速やかに、この契約に係る財団の検査職員（以下「検査職員」という。）へ報告する

とともに、警察への届出を行わなければならない。 

また受注者は、下請負人等が暴力団員等から妨害又は不当要求を受けたときは、当該

下請負人等に対し、速やかに検査職員へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指

導しなければならない。 

                             

(4) 受注者は（3）に定める報告及び届出により、財団が行う調査並びに警察が行う捜査

に協力しなければならない。   

 

(5) 発注者及び受注者は、暴力団員等からの妨害又は不当要求により契約の適正な履行が

阻害されるおそれがあるときは、双方協議のうえ、履行日程の調整、履行期間の延長、

履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じることとする。 

 

 

  


